
６－２ コミューター航空と航空法の関係 

 

《 改 正 前 》 《 改 正 後 》 

 航空機を運航して営む事業   航空機を運航して営む事業  

 

航空運送事業 航空機使用事業 航空運送事業 航空機使用事業 

[定義] 第２条第１６号 [定義] 第２条第１９号 [定義] 第２条第１６号 [定義] 第２条第１９号 

他人の需要に応じ、航空 他人の需要に応じ､航空 （変更なし） （変更なし） 

機を使用して有償で旅客 機を使用して有償で旅客 

又は貨物を運送する事業 又は貨物の運送以外の 

 行為の請負を行う事業 

 
２０００年２月１日 

 

定期航空運送事業 不定期航空運送事業 国内定期航空運送事業 国際航空運送事業 

[定義] 第２条第１７号 [定義] 第２条第１８号 [定義] 第２条第１８号 [定義] 第２条第１７号 

一の地点と他の地点との 定期航空運送事業以外の 本邦内の各地間に路線を 本邦内の地点と本邦外の 

間に路線を定めて一定の 航空運送事業 定めて一定の日時により 地点との間又は本邦外の 

日時により航行する航空機 [免許] 第１２１条第１項 航行する航空機により行う 各地間において行う事業 

により行う事業 運輸大臣の免許を受ける 事業 [許可] 第１００条第１項 

[免許] 第１００条第１項 こと [許可] 第１００条第１項 国土交通大臣の許可を受 

路線ごとに運輸大臣の免  国土交通大臣の許可を受 けること 

許を受けること  けること 
 

通達 
                                                           
                                                     

ニ地点間旅客輸送 貸切飛行・ コミューター航空（現行法上コミューター航空を定義する規定はない。） 

（＝コミューター航空） 遊覧飛行等 

その他航空

運送事業 
 


